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第1章　障害等級認定基準第2節　聴覚の障害

第2節　聴覚の障害

聴覚の障害による障害の程度は、次により認定する。

1	 認定基準
聴覚の障害については、次のとおりである。

令　別　表 障害の程度 障　害　の　状　態

国 年 令 別 表

1　級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2　級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又
は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程
度のもの

厚
　
年
　
令

別表第1 3　級 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話
声を解することができない程度に減じたもの

別表第2 障害手当金 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解
することができない程度に減じたもの

2	 認定要領
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値（純音聴力レベル値）及

び語音による聴力検査値（語音明瞭度）により認定する。
（1）聴力レベルは、オージオメータ（JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ）

によって測定するものとする。
　　ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、１級に該当す

る診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査
等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。また、その結果（実施
した検査方法及び検査所見）を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出（添
付）するものとする。

（2）聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数 500、1000、2000 ヘルツに
おける純音の各デシベル値を a、b、c とした場合、次式により算出する。

　　　
平均純音聴力レベル値＝ 

a + 2 b + c
4

　　なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には

　　　　a + 2 b + 2 c + d 　
の算式により得た値を参考とする。

　　　　　　　 6
a：周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b：周波数 1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c：周波数 2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d：周波数 4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

（3）最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
ア 　検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発

声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態
で行う。

イ 　検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2 秒から 3 秒に 1 語の割合で
発声し、語音明瞭度を検査する。

なお、語音聴力表は、「57s 式語表」あるいは「67s 式語表」とする。
ウ 　語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭

度（語音弁別能）とする。
　　　　　　　　　　正答語音数
　　　　

語音明瞭度＝ 
検 査 語 数 

× 100（％）

（4）「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生
活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とす
る程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、
最良語音明瞭度が 30％以下のものをいう。

（5）「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができな
い程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア　両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの
イ 　両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度

が 50％以下のもの
（6）「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程

度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの
をいう。

（7）聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が１級に該当する
場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴
力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。

（8）聴覚の障害（特に内耳の傷病による障害）と平衡機能障害とは、併存すること
があるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
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第1章　障害等級認定基準第2節　聴覚の障害

聴覚の障害▪解説聴覚の障害▪解説

■耳の構造
●外耳、中耳、内耳

耳は大きく分けて、外耳、中耳、内耳から構成されている。
外耳には耳

じ

介
かい

（耳
じ だ

朶）と、外耳道孔から鼓膜まで続く外耳道がある。中耳
は鼓膜とその奥にある空洞（鼓室）からできていて、鼓室には槌

つち

骨
こつ

、砧
きぬた

骨
こつ

、
鐙
あぶみ

という 3 個の耳小骨があり、鼓膜と内耳をつないでいる。内耳には、前庭、
三半規管、蝸牛があり、前庭と三半規管は平衡感覚を司っていて、聴覚の機
能としては働いていない。内耳の中で音を感じる聴覚に関係するのは蝸牛で
あり、その外側を固い骨に囲まれ、カタツムリのような形をしていることか
らこの名がつけられている。

蝸牛の中には有毛細胞という毛の生えた細胞が並んでいて、外界から入っ
てくる音を感じる器官として、重要な役割を果たしている。この有毛細胞で
感じた音は、電気信号に変換されて、大脳の聴覚中枢に伝達され、音として
認識される。

音を伝達する役割を果たす外耳、中耳は「伝音系」、音を感じる働きがあ
る内耳は「感音系」と呼ばれる。

■難聴
聞こえの悪いことを難聴といい、障害される部位によって伝音性難聴、感

音性難聴、混合性難聴に分けられる。
●伝音性難聴

外耳、中耳で起こった難聴を「伝音性難聴」という。この難聴の場合、音
を聞く機能である内耳には異常がないので、比較的容易に治療が可能である。
伝音性難聴をもたらす原因として、中耳炎、鼓膜に孔があく鼓膜穿孔、耳管
狭窄症などがある。

●感音性難聴
内耳から大脳の聴覚中枢に至る感音系に障害のある難聴で、ウイルス感染、

ストレプトマイシン、サルチル酸剤などの薬物、騒音難聴、大音響外傷、メ
ニエール病、頭部外傷性、突発性などによる難聴がある。

ストレプトマイシンは、アミノ糖を含む配糖体抗生物質で結核の治療に用
いられているが、この物質は聴力障害を引き起こす可能性があり、薬物によっ
て引き起こされた難聴は、きわめて治りにくく、聴力を回復するのが難しい。

突発性難聴は、内耳に障害が起きるもので、特に糖尿病が発症のリスクファ
クターと判明したが、病態は依然として原因不明である。突発性難聴は、突
然音声が聞き取れなくなり、めまいを誘発することが多い。一般的に 50〜
60 歳代に多く発症し、男女差はほとんどない。

内耳を障害された感音性難聴は、現在医学的な治療が困難とされているが、
有毛細胞の代わりをする人工内耳や損傷を受けた有毛細胞を活性化させる細
胞治療などの研究も始められている。

●混合性難聴
伝音性難聴と感音性難聴の両方を併せ持つ難聴をいう。

■障害認定
聴力の障害認定は、オージオメーターによる純音聴力レベル値の測定、語

音明瞭度による聴力検査によって行われる。
●オージオメーターによる障害認定

オージオメーターは、250〜8,000 ヘルツの周波数の純音（125、250、500、
1,000、2,000、4,000、8,000 ヘルツ）を出すことができる機器で、それぞれの
周波数の純音の強さ（大きさ）を調節できる。検査は、日常の会話音域であ
る 500 ヘルツ以上 2,000 ヘルツの範囲の周波数（500、1,000、2,000 ヘルツ）で、
音の高さ（周波数）ごとに音の大きさを変えながら行われる。受検者に聞か
せ、どの程度聞こえたのかを測定し、聞こえる最も小さな音の大きさ（最小
可能聴力閾値）を調べる。検査は防音室で受検者にヘッドホンを装着させて
行う。

健聴者の最小聴力レベルを 0 dB（デシベル）とし、これを標準として、a
デシベルの強さで純音が聴取できた場合、その受検者の聴音レベルは a デシ
ベルと判定する。

なお、聴覚の障害により障害年金を受給していない人が１級に該当する場
合には、オージオメーターによる検査に加えて聴性脳幹反応検査等の他覚的
聴力検査またはこれに相当する検査を実施しなければならない。

●語音明瞭度による障害認定
音は聞こえているのに、何を言っているのか聞き取りづらいといった障害

がある場合に、語音明瞭度の検査が行われる。先に述べた純音聴力検査が、
音が感知できるかどうかの検査であるのに対して、語音明瞭度の検査は、音
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第1章　障害等級認定基準第7節　肢体の障害

肢体の障害▪解説 肢体の障害▪解説

脊柱（右側面） 脊柱（背面）

頸椎

胸椎

腰椎

仙骨

尾骨

頸椎

胸椎

腰椎

仙骨

尾骨

脊柱（右側面）　　　　　　　　　　脊柱（背面）

肢体の骨格（前面）

頭蓋骨

上顎骨
下顎骨

顎関節

鎖骨

肋骨
胸骨

頸椎

胸椎第一腰椎

肩関節

肘関節

手関節

膝関節 膝蓋骨

大腿骨

橈骨
橈骨

尺骨尺骨
仙骨

指骨

脛骨

腓骨

踵骨 指骨

中足骨
距骨

座
骨
恥
骨股
関
節

手根骨

中手骨

寛骨

肩甲骨

上腕骨

肢体の骨格（前面）
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関連資料2　障害認定事例

 

    

上記のとおり、診断します。 平成 26　年 1 月　9　日

○○病院 診療担当科名 耳鼻咽喉科

○○県○○市○○ 医師氏名 印

病 院 又 は 診 療 所 の 名 称

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。（無関係な欄は、斜線により抹消してください。）

所 在 地  ○ ○ ○ ○

 (５) 音 声 又 は 言 語 機 能 の 障 害

 Ⅱ　発 音 に 関 す る 検 査 結 果  （語音発語明瞭度検査など）

   ウ　失 語 症 の 障 害 の 程 度　　（失語症がある場合に、記入してください。） 

   イ　発 音 不 能 な 語 音　（構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害がある場合に、記入してください。） 

    Ⅰ　４ 種 の 語 音　（該当するもの１つを○で囲んでください。）

    Ⅰ 音声言語の表出及び理解の程度  (該当するもの１つを○で囲んでください。）

補聴器を装着しても、日常会話の聴き取りは困難である。
また、発声･構音が不自由であり、自発話は乏しく会話による意思の疎通は非常に困難。他者
とのコミュニケーションは身振りや指さしが中心である。

症状は固定しており、不変と思われる。

   ア　会話による意思疎通の程度　（該当するものを選んでどれか１つを○で囲んでください。） 

⑪

 
  (必ず記入してください。）

⑫

　
  (必ず記入してください。）

⑬

 Ⅱ　失 語 症 に 関 す る 検 査 結 果  （標準失語症検査など）

 単語の呼称（単語の例 ： 家、靴下、自動車、電話、水） 
 
  １ できる  ２ おおむねできる  ３ あまりできない  ４ できない  

            

 短文の発話（２～３文節程度、例：女の子が本を読んでいる）  
 
    １ できる  ２ おおむねできる  ３ あまりできない  ４ できない 

 

 長文の発話（４～６文節程度、例：私の家に田舎から大きな小包が届いた） 
 
    １ できる  ２ おおむねできる  ３ あまりできない  ４ できない 

     

 単語の理解（例：単語の呼称と同じ） 
   
    １ できる  ２ おおむねできる  ３ あまりできない  ４ できない 

  

 短文の理解（例：短文の発話と同じ） 
   
    １ できる  ２ おおむねできる  ３ あまりできない  ４ できない 
 
 長文の理解（例：長文の発話と同じ） 
  
    １ できる  ２ おおむねできる  ３ あまりできない  ４ できない  

  １ 患者は、話すことや話を理解することにほとんど制限がなく、 

   日常会話が誰とでも成立する。 

 
 ２ 患者は、話すことや聞いて理解することのどちらか又は 

   その両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに 

   確認することなどで、ある程度成り立つ。      

     

現症時の日常生活活 

動能力及び労働能力 

予   後 

備   考 

  口唇音（ま行音、ば行音、ぱ行音等） 
 
  １ 全て発音できる  ２ 一部発音できる  ３ 発音不能  

 

  歯音、歯茎音（さ行音、た行音、ら行音等） 
 
  １ 全て発音できる  ２ 一部発音できる  ３ 発音不能 

 

  歯茎硬口蓋音（しゃ、ちゃ、じゃ等） 
 
  １ 全て発音できる  ２ 一部発音できる  ３ 発音不能 

   

  軟口蓋音（か行音、が行音等） 
 
  １ 全て発音できる  ２ 一部発音できる  ３ 発音不能 

現症時の日常生活活 

動能力及び労働能力 

予   後 

３ 患者は、話すことや聞いて理解することのどちらか又はその両方 

  に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、 

  たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ。 

 
４ 患者は、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解 

    することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話 

    が誰とも成立しない。      

現症時の日常生活活 

動能力及び労働能力 

予   後 

現症時の日常生活活 

動能力及び労働能力 

予   後 

様式第120号の２

○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

年 月 　　日

年 月 　　日

　　所 見　

 　イ 　栄 　養 　状 　態

　イ　鼻呼吸障害の有無  イ　開眼での直線10ｍ歩行の状態

 　ウ　 食　 事 　内　 容

6

昭和
平成 6

昭和
平成 ①感音性難聴（両側）

 ②言語障害

②
    傷病の発生年月日

③

診 療 録 で 確 認
本 人 の 申 立 て
（ 年 月 日 ）

診 療 録 で 確 認
本 人 の 申 立 て
（ 年 月 日 ）

　

（
お
願
い

）
太
文
字
の
欄
は

、
記
入
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

聴　　力　　レ　　ベ　　ル

 右　　      82      ｄＢ    　 左       86.5     ｄＢ

最　良　語　音　明　瞭　度

 右　　     25     ％    　   左　　     15       ％

聴覚の障害で障害年金を受給していない人に両耳の聴力レベルが100㏈以上との診断を行う場合は、聴性脳幹反応検査（ＡＢＲ）

 ウ　自覚症状・他覚所見及び検査所見

語 音 明 瞭 度 曲 線

先天性脳幹障害 な　　し
④ 傷病の原因
　  又 は 誘 因

初診年月日 （ 昭和 ・平成　　 年　　 月 　　日 ）

⑤

⑦
　　傷 病 が 治 っ て い  る 場 合　･･･････････　治 っ た 日　　 平成　　       年　　　       月　　  　     日

　　傷 病 が 治 っ ていない場 合　 ･･･････････　症 状 の よ く な る 見 込　　　　  有   　 ・　   無　    ・　   不明

（
お
願
い

）
障
害
の
状
態
は

、
診
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

手
術
歴

 喉頭全摘  ・ その他の手術
　　　　　      手    術    名（　 　　　　　　　　　　 　  ）

 手術年月日 （　　　　　　年       　　月　     　　 日）

⑩ 障　　害　　の　　状　　態　　（平成　26　年　1　月　9　日　現症）

   (１)  聴   覚   の   障   害 オ ー ジ オ グ ラ ム

⑨

聴力については補聴器の装着による経過観察、
言語機能の障害については、定期的な言語療法を
行っている。

診療回数   年 間　 　 1　   回、   月平均　　   回

　(２)  鼻 腔 機 能 の 障 害 　(３)  平 衡 機 能 の 障 害 　(４) そ し ゃ く ・ 嚥 下 機 能 の 障 害

　ア　鼻 軟 骨 の 欠 損  ア　閉眼での起立・立位保持の状態  　ア　 機 　能 　障 　害

 等の検査を実施し、検査方法及び検査所見を記入してください。

聴覚・鼻腔機能・平衡機能
そしゃく・嚥下機能　　　の障害用
音声又は言語機能

⑧

先天的な両側の感音性難聴であり、脳幹障害による言語機能の障害も合併している。

（ 昭和 ・ 平成  23年 11月 17 日 ）

聴
国   民   年   金
厚 生 年 金 保 険 診　　断　　書

（フリガナ）

氏   　　    名

住  　　     所
住所地の郵便番号 都道

府県

⑥ 

○　○　○　○ 生年月日
昭 和
平 成

性別 男　・　女　6 年　1 月　10 日生（ 20　歳）

郡市
区

  ○ ○ ○

7

1
①
　  障害の原因
　  と  な っ  た
　  傷   病   名

確 認  
推 定 

「
診
療
録
で
確
認
」
ま
た
は
「
本
人
の
申
立
て
」
の
ど
ち
ら
か
を
○
で
囲
み
、
 

本
人
の
申
立
て
の
場
合
は
、
そ
れ
を
聴
取
し
た
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(                   ) 

既存 

障害 
既往症  

  ①のため初めて医師 

  の診療を受けた日 

傷 病 が 治 っ た （ 症状が固定して治療 

の 効 果 が 期 待 で き な い 状 態 を含 

む。）か ど う か。 

診断書作成医療機関に 

おける初診時所見 

初診年月日 

現 在 ま で の 治 療 の 

内容 、  期 間 、  経 過 、  

その 他 参 考  と な る 

事 項 

１ まっすぐ歩き通す。 

２ 多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、 

  どうにか歩き通す。 

３ 転倒あるいは著しくよろめいて、歩行を中断 

  せざるを得ない。 

１ 可能である。 

２ 不安定である。 

３ 不可能である。 

１ 一部分 

２ 大部分 

３ 全部 

１ 無 

２ 有 

 １ 良     ２ 中     ３ 不良 

１ 食事内容に制限がない。 

２ ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下 

  機能が十分でないため食事が制限される。 

３ 全粥、軟菜以外は摂取できない。 

４ 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができない 

  ためにゾンデ栄養の併用が必要である。 

５ 流動食以外は摂取できない。 

６ 経口的に食物を摂取することが極めて困難である。 

７ 経口的に食物を摂取することができない。 

８ その他（                        ） 

○  ○ ○ ○ ○ 

不  詳 

7  

10   
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聴覚、音声又は言語機能の障害 １級 
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下「初診日」という。）において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算し
て１年６月を経過した日（その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日（そ
の症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。）とし、以下「障害認定日」
という。）において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
あるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日
の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の３分の２に満たないときは、こ
の限りでない。
　一　被保険者であること。
　二　被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるこ

と。
２　障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから１級及び２級とし、各級の障害の状態は、
政令で定める。
第30条の２　疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第１項各号
のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第２項に規定する障害等級（以下
単に「障害等級」という。）に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第１項の障害基礎年金の支給を請求するこ
とができる。
２　前条第１項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
３　第１項の請求があつたときは、前条第１項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の
障害基礎年金を支給する。
４　第１項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条又は第47条の２の規
定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのと
きに同項の請求があつたものとみなす。
第30条の３　疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病（以下この条において「基準傷病」と
いう。）に係る初診日において第30条第１項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病
以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の
前日までの間において、初めて、基準傷病による障害（以下この条において「基準障害」とい
う。）と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき
（基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病（基準傷病以外の傷病が２以上ある場合は、基準
傷病以外のすべての傷病）の初診日以降であるときに限る。）は、その者に基準障害と他の障
害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
２　第30条第１項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第１項た
だし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
３　第１項の障害基礎年金の支給は、第18条第１項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請
求があつた月の翌月から始めるものとする。
第30条の４　疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が、障害認定
日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後である

その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基
礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつ
た部分についても、同様とする。
３　同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付（厚生労働大臣が支給するものに限
る。以下この項において同じ。）の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金
給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給
付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払
とみなすことができる。
第21条の２　年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死
亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該
過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「返還金債権」という。）に係る債務の
弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
（損害賠償請求権）
第22条　政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつ
て生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対
して有する損害賠償の請求権を取得する。
２　前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
（不正利得の徴収）
第23条　偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に
相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
（受給権の保護）
第24条　給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、
年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又
は付加年金を受ける権利を国税滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押える場合は、
この限りでない。

〔令和４年４月１日より第24条を次のように改める。〕
第24条　給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、
老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分（その例による処分を含む。）により
差し押える場合は、この限りでない。
（公課の禁止）
第25条　租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができな
い。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

第３節　障害基礎年金
（支給要件）
第30条　障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起
因する疾病（以下「傷病」という。）について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日（以
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補償保険法による年金給付の両方を受けられる場合には、労働者災害補償保険法に
よる年金給付のほうで給付額が調整され、国民年金の障害年金のほうは全額支給さ
れるようになった。（昭和 41 年 2 月 1 日実施）

○障害の種類の範囲の拡大（昭和41年法律第92号）
昭和 39 年および昭和 40 年の改正において対象疾患の範囲が 2回拡大されたが、
それでもなお国民年金の障害（福祉）年金の支給対象とされていなかった心疾患・
腎疾患などの内部疾患による障害が支給対象に新たに加えられ、懸案となっていた
すべての内部疾患が国民年金の障害（福祉）年金の支給対象となった。（昭和 41 年
12 月 1 日実施）

○障害年金の保険料納付要件の緩和（昭和41年法律第92号）
国民年金の障害年金の保険料納付要件が満たされているかどうかを判定する際に
基準とする時点が「初診日」から「廃疾認定日」へと変わった。（昭和 41 年 12 月
1 日実施）

○障害年金の事後重症制度の導入（昭和41年法律第92号）
障害年金の廃疾認定日において障害の程度が軽度であるため障害年金が支給され
ない者についても、その後その障害の程度が悪化し1級または2級に該当するに至っ
たときは、障害年金が支給されるようになった。（昭和 41 年 12 月 1 日実施）

○障害年金の失権事由の緩和（昭和44年法律第86号）
①　従来は、障害の程度が 1級・2級に該当しなくなったときに国民年金の障害年
金は失権することになっていた。改正後は、障害の程度が 1級・2級に該当しな
い状態が 3年間（その間は支給停止）続いたとき、または障害の程度が所定の基
準に該当しなくなったときに、国民年金の障害年金は失権することになった。（昭
和 45 年 7 月 1 日実施）
②　従来は、障害の程度が 1級に該当しなくなったときに国民年金の障害福祉年金
は失権することになっていた。改正後は、障害の程度が 1級に該当しない状態が
3年間（その間は支給停止）続いたとき、または障害の程度が所定の基準に該当
しなくなったときに、国民年金の障害福祉年金は失権することになった。（昭和
45 年 7 月 1 日実施）

には、5月から翌年 4月まで支給停止

○国民年金の障害年金の保険料納付要件の見直し（昭和36年法律第167号）
国民年金の障害年金の保険料納付要件は、制度創設時は 532 頁の①～④のいずれ
かであったが、これに新たに「⑤初診日の属する月前の直近の基準月（1月、4月、
7月、10 月）の前月までに被保険者期間が継続して 1年以上あり、その期間のすべ
てが保険料納付済期間で満たされている被保険者」が追加され、①～⑤のいずれか
となった。（昭和 36 年 4 月 1 日実施）

○20歳前から障害の状態にある者の併合認定（昭和36年法律第167号）
国民年金の障害年金の受給権発生事由が広がり、初診日が 20 歳到達日前にある
傷病により障害の状態にある者がさらに、発病日が 20 歳到達日以後にある別の傷
病にかかり、新たな傷病について保険料納付要件を満たし、新たな傷病の廃疾認定
日において前後の障害を併合した程度が 1級または 2級に該当する場合にも、国民
年金の障害年金が併合した障害の程度で支給されることとなった。（昭和 36 年 4 月
1 日実施）

○障害の種類の範囲の拡大など（昭和39年法律第87号）
国民年金の障害（福祉）年金の支給対象とされていなかった、「結核・呼吸器系
疾患」および「精神疾患（精神薄弱、精神病質および神経症を除く）」による障害
が支給対象に新たに加えられた。
また、「廃疾認定日」の定義が、厚生年金保険制度などに合わせ、「初診日から起
算して 3年を経過した日（3年以内に治ったときは治った日）」となった。（昭和 39
年 8月 1 日実施）

○障害の種類の範囲の拡大（昭和40年法律第93号）
国民年金の障害（福祉）年金の支給対象とされていなかった神経薄弱、精神病質、
神経症による障害が支給対象に新たに加えられ、すべての精神疾患が国民年金の障
害（福祉）年金の支給対象となった。（昭和 40 年 8 月 1 日実施）

○労災保険との支給調整（昭和40年法律第130号）
従来は、同一の傷病により国民年金の障害年金と労働者災害補償保険法による障
害補償給付の両方を受けられる場合には、国民年金の障害年金のほうが 6年間支給
停止となっていた。改正後は、同一の傷病により国民年金の障害年金と労働者災害
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●国民年金法別表　　昭和40年5月31日法律第93号（昭和40年8月1日施行）

障害の程度 障害の状態

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

3 両上肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢
し

のすべての指を欠くもの

5 両上肢
し

のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢
し

を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有する
もの

9
結核性疾患による身体の機能の障害（呼吸器の機能の障害にあつては、結核性疾患以外の疾患に
よるものを含む。以下この表において同じ。）又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11
前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀

そ
嚼
しやく

機能障害、音声若しくは
言語機能障害、肢

し
体不自由、結核性疾患による身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が

重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
級

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 咀
そ

嚼
しやく

の機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢
し

のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7 両上肢
し

のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8 一上肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

9 一上肢
し

のすべての指を欠くもの

10 一上肢
し

のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢
し

のすべての指を欠くもの

12 一下肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢
し

を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15
結核性疾患による身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以
上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17
前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀

そ
嚼
しやく

機能障害、音声若しくは
言語機能障害、肢

し
体不自由、結核性疾患による身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が

重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 　視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

●国民年金法別表　　昭和39年5月30日法律第87号（昭和39年8月1日施行）

障害の程度 障害の状態

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

3 両上肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢
し

のすべての指を欠くもの

5 両上肢
し

のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢
し

を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの

9
結核性疾患による身体の機能の障害（呼吸器の機能の障害にあつては、結核性疾患以外の疾患に
よるものを含む。以下この表において同じ。）又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10 精神の障害（精神病質、神経症及び精神薄弱によるものを除く。以下この表において同じ。）であ
つて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11
前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀

そ
嚼
しやく

機能障害、音声若しくは
言語機能障害、肢

し
体不自由、結核性疾患による身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が

重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
級

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 咀
そ

嚼
しやく

の機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢
し

のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7 両上肢
し

のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8 一上肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

9 一上肢
し

のすべての指を欠くもの

10 一上肢
し

のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢
し

のすべての指を欠くもの

12 一下肢
し

の機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢
し

を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15
結核性疾患による身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以
上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17
前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀

そ
嚼
しやく

機能障害、音声若しくは
言語機能障害、肢

し
体不自由、結核性疾患による身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が

重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 　視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
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付録1　障害基礎年金・障害厚生年金の仕組みと解説 

金の被保険者期間とみなされます（昭和 60 年改正法附則第 8条第 1項・第 9項）。
なお、厚生年金保険・船員保険・共済組合の加入期間のうち昭和 36 年 4 月前の
期間および 20 歳前と 60 歳以後の期間は、老齢基礎年金では合算対象期間に算入さ
れますが、障害基礎年金では保険料納付済期間とみなされます。
ここで、平成 3年 3 月以前の、厚生年金保険の第 3種被保険者（坑内員・船員）
または国家公務員等共済組合・地方公務員等共済組合の船員組合員であった期間は、
厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には実際の月数を 3分の 4倍または 5
分の 6倍して算入しますが、障害基礎年金の保険料納付要件における保険料納付済
期間を計算する場合には実際の月数で算入します。（昭和 60 年改正法附則第 8条第
3項）

昭61.4.1昭36.4.1

国民年金の被保険者期間のうち，保険料納付済期間となるのは，第１号被

保険者の保険料納付済期間，第２号被保険者または第３号被保険者の期間で

す。（法５－２）

また，昭和３６年４月から昭和６１年３月までの国民年金の被保険者期間，保

険料納付済期間，免除期間は，第１号被保険者の被保険者期間，保険料納付

済期間，免除期間とみなされ，昭和６１年３月以前の厚生年金保険・船員保険

の被保険者または共済組合の組合員であった期間は，保険料納付済期間であ

る国民年金の被保険者期間とみなされます。この場合，老齢基礎年金では厚

生年金保険，共済組合などの期間のうち昭和３６年４月前の期間および２０歳前

と６０歳以後の期間は，当分の間，合算対象期間とされますが，障害基礎年金

では保険料納付済期間とみなされます。

なお，厚生年金保険の第３種被保険者（坑内員と船員）は平成３年３月ま

での期間は実期間を３分の４倍または５分の６倍した期間が厚生年金保険の

被保険者期間とされ，国家公務員共済組合および地方公務員等共済組合の船

員組合員にも同様の特例がありますが，障害基礎年金などの保険料納付済期

間は，実期間で計算されることになります。（改附 ８－１・９）

障害基礎年金の保険料納付要件でいう国民年金の被保険者期間には，国民

年金の強制適用から除かれる被用者年金制度の老齢（退職）年金を受けられる

人や昭和６１年３月までの被用者年金制度の加入者の配偶者の期間などは含ま

れないことになっています。ただし，これらの強制適用から除かれる期間で

あっても，任意加入被保険者となった期間は，国民年金の被保険者期間とさ

れることになっています。

支給を受ける条件

－１０９－

３．障害基礎年金の保険料納付要件では、国民年金の強制適用から除かれる、被用者
年金制度の老齢（退職）年金を受けられる期間や昭和 61 年 3 月以前の被用者年金
制度加入者の配偶者であった期間などは､ 国民年金の被保険者期間に算入されませ
ん。ただし、これらの強制適用から除かれる期間のうち、国民年金に任意加入した
期間は、国民年金の被保険者期間に算入されることになっています。
４．障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに国民年金の
被保険者期間がある人について適用されるものです。20 歳に到達して国民年金の
第 1号被保険者の資格を取得したその月に初診日がある場合などのように、初診日
の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がない場合には、障害基礎年金
の受給権が発生することになります。

60 歳以上 65歳未満で被保険者でない間に初診日がある障害
国民年金では、第 1号被保険者および第 3号被保険者は原則として 60 歳に到達し
た日に被保険者の資格を喪失します。60 歳に到達し被保険者でなくなってから初診
を受けた場合のように、初診日に被保険者でなくても、過去に被保険者であったこと
があり、初診日に 60 歳以上 65 歳未満で日本国内に住所がある場合には、保険料納付
要件など他の要件を満たせば、障害基礎年金が支給されます。（国民年金法第 30 条第
1項第 2号）

において、初診日の属する月の前々月までの 1年間（初診日に国民年金の被保険者
でなければ、初診日の属する月の前々月以前で直近の国民年金の被保険者期間に算
入される月までの 1年間）に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになって
います（ただし、初診日に 65 歳未満でなければなりません）。（昭和 60 年改正法附
則第 20 条）

3

3

る人には障害基礎年金は支給されず，ひき続き旧国民年金法による障害年金が

支給されます。（改附 ３２）

＜保険料納付要件等＞

障害基礎年金を受けるためには，障害の原因となった病気・けがの初診日

の前日に，初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある

場合，保険料納付済期間と免除期間を合わせると３分の２以上あることが必

要となります。いいかえると，国民年金の保険料を３分の１以上滞納してい

なければ支給されることになります。

なお，平成２８年３月３１日以前に初診日がある傷病で障害になった場合は，

前記の３分の２以上の保険料納付要件を満たさなくても，初診日の属する月

の前々月までの直近の１年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいこと

になっています（ただし，初診日に６５歳未満でなければなりません）。（改附

２０）

ただし，病気やけがの初診日が平成３年４月３０日までのものについては，

これら「前々月まで」とあるのは「月前における直近の基準月（１月，４月，７

月，１０月）の前月まで」となっています。これは国民年金の保険料が毎月納

付となったことに伴い，従来に比べて要件が厳しくならないように配慮され

たことによるものです。（改附 ２１）

障害基礎年金

－１０８－

ただし、病気やけがの初診日が平成 3年 4 月 30 日以前にある場合には、前頁以
降で「月の前々月」を「月前における直近の基準月（1月、4月、7月、10 月）の
前月」に読み替えます。（昭和 60 年改正法附則第 21 条）

3

3

る人には障害基礎年金は支給されず，ひき続き旧国民年金法による障害年金が

支給されます。（改附 ３２）

＜保険料納付要件等＞

障害基礎年金を受けるためには，障害の原因となった病気・けがの初診日

の前日に，初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある

場合，保険料納付済期間と免除期間を合わせると３分の２以上あることが必

要となります。いいかえると，国民年金の保険料を３分の１以上滞納してい

なければ支給されることになります。

なお，平成２８年３月３１日以前に初診日がある傷病で障害になった場合は，

前記の３分の２以上の保険料納付要件を満たさなくても，初診日の属する月

の前々月までの直近の１年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいこと

になっています（ただし，初診日に６５歳未満でなければなりません）。（改附

２０）

ただし，病気やけがの初診日が平成３年４月３０日までのものについては，

これら「前々月まで」とあるのは「月前における直近の基準月（１月，４月，７

月，１０月）の前月まで」となっています。これは国民年金の保険料が毎月納

付となったことに伴い，従来に比べて要件が厳しくならないように配慮され

たことによるものです。（改附 ２１）

障害基礎年金

－１０８－

昭61.4.1昭36.4.1

国民年金の被保険者期間のうち，保険料納付済期間となるのは，第１号被

保険者の保険料納付済期間，第２号被保険者または第３号被保険者の期間で

す。（法５－２）

また，昭和３６年４月から昭和６１年３月までの国民年金の被保険者期間，保

険料納付済期間，免除期間は，第１号被保険者の被保険者期間，保険料納付

済期間，免除期間とみなされ，昭和６１年３月以前の厚生年金保険・船員保険

の被保険者または共済組合の組合員であった期間は，保険料納付済期間であ

る国民年金の被保険者期間とみなされます。この場合，老齢基礎年金では厚

生年金保険，共済組合などの期間のうち昭和３６年４月前の期間および２０歳前

と６０歳以後の期間は，当分の間，合算対象期間とされますが，障害基礎年金

では保険料納付済期間とみなされます。

なお，厚生年金保険の第３種被保険者（坑内員と船員）は平成３年３月ま

での期間は実期間を３分の４倍または５分の６倍した期間が厚生年金保険の

被保険者期間とされ，国家公務員共済組合および地方公務員等共済組合の船

員組合員にも同様の特例がありますが，障害基礎年金などの保険料納付済期

間は，実期間で計算されることになります。（改附 ８－１・９）

障害基礎年金の保険料納付要件でいう国民年金の被保険者期間には，国民

年金の強制適用から除かれる被用者年金制度の老齢（退職）年金を受けられる

人や昭和６１年３月までの被用者年金制度の加入者の配偶者の期間などは含ま

れないことになっています。ただし，これらの強制適用から除かれる期間で

あっても，任意加入被保険者となった期間は，国民年金の被保険者期間とさ

れることになっています。

支給を受ける条件

－１０９－

２．国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間となるのは、第 1号被保険者
の保険料納付済期間、第2号被保険者または第3号被保険者の被保険者期間です。（国
民年金法第 5条第 1項）
また、昭和 36 年 4 月から昭和 61 年 3 月までの国民年金の被保険者期間、保険料
納付済期間、保険料免除期間は、第 1号被保険者の被保険者期間、保険料納付済期
間、保険料免除期間とみなされ、昭和 61 年 3 月以前の厚生年金保険・船員保険の
被保険者または共済組合の組合員であった期間は、保険料納付済期間である国民年



⑭

（1）この請求は、左の頁にある「障害給付の請求事由」の1から3までの

　　 いずれに該当しますか。該当する番号を〇で囲んでください。

1. 障害認定日による請求　　 2. 事後重症による請求

3. 初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

「2」を〇で囲んだときは右欄の該当する

 理由の番号を〇で囲んでください。

1. 初診日から１年６月目の状態で請求した結果、不支給となった。

2. 初診日から１年６月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。

3. その他（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（2） 過去に障害給付を受けた
　　  ことがありますか。

１．は　い

２．いいえ

「1.はい」を〇で囲んだときは、その障
害給付の名称と年金証書の基礎年金番
号・年金コード等を記入してください。

名 称

基礎年金番号・
年金コード等

(3)
傷 病 名

傷 病 の 発 生 し た 日

初 診 日

初診日において加入していた年金制度

現在傷病はなおっていますか。

なおっているときは、なおった日

傷病の原因は業務上ですか。

この傷病について右に示す制度から保険

給付が受けられるときは、その番号を〇

で囲んでください。請求中のときも同様

です。

受けられるときは、その給付の種類の番

号を〇で囲み、支給の発生した日を記入

してください。

障害の原因は第三者の行為によりま

すか。

障害の原因が第三者の行為により発

生したものであるときは、その方の氏名

および住所を記入してください。

1. 2. 3.

昭和
平成
令和

年 月 日

昭和
平成
令和

年 月 日

昭和
平成
令和

年 月 日

昭和
平成
令和

年 月 日

昭和
平成
令和

年 月 日

昭和
平成
令和

年 月 日

１.国年　２.厚年　３.共済 １.国年　２.厚年　３.共済

１. は い   ・   ２. いいえ １. は い   ・   ２. いいえ

昭和
平成
令和

年 月 日
昭和
平成
令和

年 月 日

１. は い   ・   ２. いいえ

１.　労働基準法　　　　　　　　　　　２.　労働者災害補償保険法

３.　船員保険法　　　　　　　　　　　４.　国家公務員災害補償法

５.　地方公務員災害補償法

６.　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

昭和
平成
令和

年 月 日

１.障害補償給付（障害給付）　　　   ２. 傷病補償給付（傷病年金）

１. は い   ・   ２. いいえ

氏 名

住 所

⑮

生 計 維 持 申 立

氏 名 続 柄

配 偶 者

および子

氏 名

住 所請 求 者

右の者は、請求者と生計を同じくしていることを申し立てる。

令 和 年 月 日

1.　請求者によって生計維持していた方についてご記入ください。

(1) 配偶者について年収は、850万円未満(注)ですか。 はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

(2) 子(名:　　　　　　) について年収は、850万円未満(注)ですか。

(3) 子(名:　　　　　　) について年収は、850万円未満(注)ですか。

(4) 子(名:　　　　　　) について年収は、850万円未満(注)ですか。

2.　上記１で「いいえ」と答えた方のうち、その方の収入はこの

　年金の受給権発生時においては、850万円未満 (注)ですか。

(注)  平成6年11月8日までに受給権が発生している方は、「600万円未満」となります。

(　　 )印

(　　 )印

(　　 )印

(　　 )印

※確認印 ※年金事務所の確認事項

ア． 健保等被扶養者（第三号被保険者）

イ． 国民年金保険料免除世帯

ウ． 義務教育終了前

エ． 高等学校在学中

オ． 源泉徴収票・課税証明書等

令和　　　　年　　　　月　　　　日　提出

5

１.国年　２.厚年　３.共済

１. は い   ・   ２. いいえ

昭和
平成
令和

年 月 日

⑯

2 10 10
2

心 房 細 動
10 5

3 4 27

3 4 26

右の５ページを記入する際の注意事項

4

１　障害認定日による請求
　 障害給付は、病気またはケガによってはじめて医師の診察を受けた日（初診日）から１年６月目（その期間内
になおったときにはその日）に一定の障害の状態にあるときに受けられます（ただし、一定の資格期間が必要で
す）。この場合、年金請求書に添付する診断書は、初診日から１年６月目の障害状態がわかるものが必要です。
　 なお、請求する日が、１年６月目より１年以上過ぎているときには、なおったことにより請求するときを除き、初診
日から１年６月目の診断書と請求時点の診断書が必要となります（ただし、障害給付の決定を行う際に、他の時
点の障害の状態がわかる診断書の提出を求めることがあります）。 ⑭

（１）
２　事後重症による請求
　１に該当しなかった人でもその後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには本人の請求により障害給
付が受けられます。ただし、請求は65歳前に行わなければいけません。この場合、年金請求書に添付する診断
書は、請求時における障害の状態がわかるものが必要です。また支給は請求した月の翌月分から行われます。

３　初めて障害等級の１級または２級に該当したことによる請求
　65歳前に一つの障害と他の障害とを合わせて初めて２級以上の障害の状態になったときには障害給付が受け
られます。この場合、年金請求書に添付する診断書は、初めて２級以上となったときのそれぞれの障害の診断書
が必要です。
　なお、この事由による請求は今までに２級以上の障害給付を受けたことがある人、または２級以上の障害の状
態になったことのある人は、行うことができません。また支給は請求した月の翌月分から行われます。

●障害の原因について交通事故等、第三者の行為による際は、「第三者行為事故状況届」と

   証明書等の提出が必要です。

   詳しくは、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所までお問い合わせください。

⑭
（３）

加給年金額（加算額）について

●障害等級が２級以上に該当する方で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいる
   ときに支給されます。配偶者の加給年金額は障害厚生年金に、子については障害基礎年金に加算さ
   れます。

対象者

配偶者

年齢制限

６５歳未満であること

（大正１５年４月１日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません）

・１８歳になった後の最初の３月３１日まで
・国民年金法施行令別表に定める障害等級１級・２級の障害の状態にある場合は２０歳未満

配偶者が老齢（退職）年金（加入期間２０年以上または中高齢の資格期間の短縮の特例の場合）または障害年

金を受けている間は、加給年金額は支給停止されます。
該当する方は「加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要となる場合があります。

加給年金額に関する詳しい説明は、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）に掲載していますので、
ご利用ください。

児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が
改定されたときは、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される
場合があります。詳しくは、お住いの市区町村の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

子

ご本人（年金を受ける方）によって、生計を維持されている配偶者または子がいる場合、
年金に加算されます。〔

〔

620 621

付録2　障害年金の請求と届書類 
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